
飯南町地域おこし協力隊員募集要領 

 

島根県飯南町は、人口５，６００人あまりの広島県との県境にある小さな町です。標高約

４５０ｍの県下でも代表的な高原地帯で、豊かな自然を活かしたまちづくりに取り組んでい

ます。 

多くの山間市町村と同様、少子高齢者による人口減少は町の将来を考えたときに深刻な問

題となっていますが、飯南町を支える地域の方々は、地域の活性化を目指して、それぞれの

資源を活かした産業創出にむけて頑張っています。 

飯南町では、地域の担い手となり“新しい風”を吹きいれ、様々な活動を通して地域の元

気づくりに協力してくれる“飯南町地域おこし協力隊”を募集します。 

 

１．募集人数                                       

２名（下記の２地区へ各１名） 

Ａ．宇山（うやま） 地区：1 名  

Ｂ．谷（たに）   地区：1 名  

 

２．応募資格（各地区共通）                                

（１）年齢  平成２４年４月１日現在で２０歳以上４０歳以下の方。 

（２）性別  問いません。 

（３）生活の拠点を現在住んでいる３大都市圏（注１）と政令指定都市または地方都市（条

件不利地域は除く）から飯南町に住民票を異動することができる方。 

（注１）３大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、

京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県 

 ※住所要件につきましては、事前にお問い合わせのうえご確認ください。 

（４）普通自動車運転免許を持っていること。 

（５）飯南町内に居住すること（受け入れ先によっては家族での居住も可能です。）。 

（６）自身も地域住民としての地域おこしに積極的に取り組める方。 

（７）上記（１）～（５）にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は資格を有すること

ができません。 

ｱ）成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む）。 

    ｲ）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けること

がなくなるまでのもの 

    ｳ）懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者。 

    ｴ）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、そ

の他団体を結成し、又はこれに加入した者。 



 

３．業務・活動                                      

  隊員は、受け入れ自治振興組織と連携しながら、各地区においてそれぞれの活動を行い

ます。活動は、配置地域で優先的に活動し既存の地域行事、定期的な会議等への参加、出

席をします。 

 

〔業務内容〕 

Ａ．宇山地区 

○農産物加工品の開発、包装パッケージ等の企画・立案・情報収集 

 ○上記産品の販売ルートの確立及びネット販売の試行 

 ○各種都市交流活動の推進、内容の再検討等 

 ・農家民宿の試行・定着 

 ・小学生の農業学校（夏季・冬季）の試行 

 ・交流体験者への地区情報発信 

 ○水仙の里事業の拡大（植栽管理・イベント開催・情報発信） 

 ○各種地域づくり団体等とのネットワーク確立 

 

Ｂ．谷地区 

○コミュニティビジネスに向けた体験メニューや特産品等の商品開発及び販売 

○交流拠点施設「谷笑楽校」の運営支援 

○地域行事などコミュニティ活動の支援 

○地域のイベントの企画補助、発案 

○輸送活動の運行業務支援 

○農作業補助や生活支援 

 

４．任用期間                                       

 平成２４年６月以降 ～  平成２５年３月３１日  

 ただし、最長で平成２７年３月３１日まで延長の可能性があります。 

 

５．報酬                                         

 報酬及び社会保険等の条件は次のとおりです。その他の条件は飯南町嘱託職員に準じます。 

  ○基本給（月額） １６０，０００円 

  ○社会保険等   厚生年金、健康保険、雇用保険 

 

６．住居                                         



 住居は、飯南町内にある空き家もしくは町営住宅に居住していただきます。所有者への借

上げ料は、町が負担します。 

 

７．事務所 

事務所は各配置地域内にある下記の施設とします。 

Ａ．宇山地区  施設名：宇山交流センター 

Ｂ．谷地区   施設名：谷笑楽校 

 

８．勤務日・勤務時間・休日 

配置地域での活動や、年間活動プログラム等で調整された日程によって活動いただきます。 

○勤務日数 

  月１７日を超えない日数 

（※活動内容によっては休日勤務となる場合があります。その場合は、代休対応となります。） 

○勤務時間 

 １日７時間４５分 

○勤務を要しない日（休日） 

  土曜日・日曜日・祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日） 

○休暇 

  飯南町嘱託職員に準ずる。 

（参考）４月１日に採用の場合は年間 10 日。※次年度繰越はありません。 

 

９．応募方法・人選・結果のお知らせ 

 ①応募方法 

   別紙の応募用紙にご記入のうえ、履歴書を添付して締切日までに飯南町役場企画財政

課に郵送又は持参して下さい。 

②募集締め切り 平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（金金金金）））） ※当日消印有効 

③人選 

   書類及び面接による審査を行います。なお、三大都市圏にお住まいの方、地域の支援、

振興活動の経験の有無に関わらず熱意のある方、関心が高い方を優先し、受け入れ地域

の意見を踏まえて人選を行います。 

   なお、配置希望する地域に応募内容をお見せするので、ご承知おき下さい。 

  （※応募の秘密は守られます。） 

  

 （1）１次審査（書類審査） 

「飯南町地域おこし協力隊隊員応募用紙」 



   「履歴書（JIS 規格形式 A4 サイズ）」 

   ※履歴書については市販のものをご利用ください。      

   ※１次審査の結果は、２次審査のご案内と併せて後日郵送で通知します。 

  （2）２次審査（面接による審査） 

   ご希望の各地区それぞれを会場に面接による審査を行います。 

   面接予定日は平成２４年５月中旬を予定しています。 

   ※面接会場への移動にかかる経費は応募者負担となります。 

※２次審査の結果は、後日郵送で通知します。 

    

１０．お問い合わせ  

   飯南町役場企画財政課（担当：鳥屋ヶ原） 

    住所 〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名 890番地 

TEL 0854－76－2864   FAX 0854－76－2221 

メール toyabara-yuki@re.iinan.jp 

 

※飯南町地域おこし協力隊の応募を希望されている場合、飯南町での「お試し暮らし」

もできます。３日～１週間程度町内に滞在していただき、希望される地域の活動を見

学していただくことも可能です。 

 


